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これまでの教職員定数等の改善経緯

Ⅰ 公立義務教育諸学校

（１）公立義務教育諸学校の教職員定数の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学 級 編 制 ４５人学級 ４ 個 学 年 ３ 個 学 年 ４０人学級 指導方法の 少人数によ

及び教職員 の実施及び 以 上 複 式 複式学級の の実施等 改善のため る授業，教

内 容 定数の標準 養 護 学 校 学級の解消 解 消 及 び の定数配置 頭・養護教

の明定 教 職 員 の 等 教頭・学校 等 諭の複数配

定数化等 栄養職員の 置の拡充等

定数化等

改 善 増 34,000人 61,683人 28,532人 24,378人 79,380人 30,400人 26,900人

自然増減 △18,000人 △77,960人 △11,801人 38,610人 △57,932人 △78,600人 △26,900人

差 引 計 16,000人 △16,277人 16,731人 62,988人 21,448人 △48,200人 0人

(注) 上記のほか、以下のとおり措置を実施。

昭和54年度 15,979人（改善増3,254人、自然増 12,725人）

平成４年度 △10,646人（改善増1,054人、自然減△11,700人）

平成18年度 △ 1,000人（改善増 329人、自然減△ 1,000人、合理化減△329人）

平成19年度 △ 900人（改善増 331人、自然減△ 900人、合理化減△331人）

平成20年度 △ 300人（改善増1,195人、自然減△ 1,300人、合理化減△195人）

平成21年度 △ 1,100人（改善増1,000人、自然減△ 1,900人、合理化減△200人）

（２）公立小中学校の学級編制の標準の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 ７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学級編制の標準 ５０人 ４５人 ４０人



Ⅱ 公立高等学校

（１）公立高等学校の教職員定数の改善経緯

第 １ 次 第 ２ 次 第 ３ 次 第 ４ 次 第 ５ 次 第 ６ 次

区 分 半数県 42'～46'

37'～41' 半数県 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学級編制及び ４５人学級の 小規模校・通 習熟度別学級 全日制の普通 少人数による

教職員定数の 実施等 信制課程の改 編成等 科等４０人学 授業等，特色

内 容 標準の明定 善等 級の実施及び ある高校への

多様な教科・ 加配，教頭・

科目の開設等 養護教諭の複

数配置の拡充

等

改 善 増 11,573人 16,216人 7,116人 10,238人 23,700人 7,008人

自然増減 39,089人 △15,245人 15,738人 32,114人 △37,500人 △23,200人

差 引 計 50,662人 971人 22,854人 42,352人 △13,800人 △16,192人

(注) 上記のほか、平成４年度に△2,899人（改善増2,701人(うち学級編制の弾力化1,904人)、自然減△

5,600人）を措置。

（２）公立高等学校の学級編制の標準の改善経緯

第 １ 次 第 ２ 次 第 ３ 次 第 ４ 次 第 ５ 次 第 ６ 次

区 分 半数県 42'～46'

37'～41' 半数県 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学級編制の標準 ５０人 ４５人 ４０人



学級編制の仕組みと運用について（義務）

＜小・中学校＞
小学校 中学校

同学年の児童で編制する学級 ４０人 ４０人
複式学級(２個学年)            １６人 ８人

(１年生を含む場合８人)

特別支援学級 ８人 ８人

＜特別支援学校(小・中学部)＞
６人 (重複障害 ３人)

○学級編制の標準

原則として、学級は同学年の児童生徒で編制するもの。ただし、児童生徒数が著しく少ないか、
その他特別の事情がある場合においては、数学年の児童生徒を１学級に編制することができる。

学級編制の標準は、１学級あたりの人数の上限を示したもの。
したがって、各学年ごとの児童生徒数を標準の人数で除して得た数（１未満の端数切り上げ）が

当該学年の学級数になる。

(例)  ３５人の学年 → １学級 〔３５人〕
６５人の学年 → ２学級 〔３２人、３３人〕

１２２人の学年 → ４学級 〔３０人、３０人、３１人、３１人〕

○学級編制の考え方

《参考》
○小学校設置基準（文部科学省令）

（一学級の児童数）
第四条 一学級の児童数は、法令に特別の定
めがある場合を除き、四十人以下とする。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育上
支障がない場合は、この限りでない。

（学級の編制）
第五条 小学校の学級は、同学年の児童で編
制するものとする。ただし、特別の事情が
あるときは、数学年の児童を一学級に編制
することができる。

学級編制は、通常、年度始めの都道府県が定める基準日における児童生徒数に基づいて行われる
が、個別の学校ごとの実情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の教職員
定数等の範囲内で学級編制の弾力的な運用が可能。

(例)
① 中学校２年時に生徒数が８１人で３学級としていたところ、進級時に１人が転出してしまうため２学級となるところを、

教育的配慮から３学級を維持する場合
② 小学校５年時に児童数が８０人で２学級としていたところ、進級時に１人が転入してきたことにより３学級となるところ

を、卒業を控えていることへの教育的配慮から２学級のまま据え置き、教員１人を少人数指導等に活用する場合
③ 小学校第２学年の児童数が８１人で３学級で、第１学年の児童数が８０人で２学級のところ、新入学児童の状況に配慮し

て、第１学年も３学級とする場合

○個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用

１．児童生徒の実態等を考慮して、全県一律に国の標準（４０人）を下回る一般的な学級編制基準
を設定することが可能。

２．加配定数の活用が可能。

○学級編制の弾力化

この結果、平成２１年度においては、４６道府県において、小学校の低学年を中心に
４０人を下回る少人数学級が実施されている。



学級編制の仕組みと運用について（高校）

＜高等学校＞ ４０人

＜特別支援学校（高等部）＞
８人 （重複障害 ３人）

○学級編制の標準

《参考》
○高等学校設置基準（文部科学省令）
（授業を受ける生徒数）

第七条 同時に授業を受ける一学級の生徒数

四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、この限りでな
い。

やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が、
生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、国の標準（４０人）とは異なった
学級編制が可能。

○学級編制の弾力化
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実態に応
じて実施

30人 36～39人31～34人 35人
        編制人員

 学年区分

純計

 中学校

 小学校1･2学年

 　　　3･4学年

 　　　5･6学年

平成２１年度において学級編制の弾力化を
実施する都道府県の状況について

文部科学省調査

※１．「実態に応じて実施」とは、地域や学校に応じ、児童生徒の実態を考慮して少人数
学級を行っているものである。

２．「純計」は、縦の区分（例えば小学校1･2学年と5･6学年）及び横の区分（例えば30
人と実態に応じて実施）で複数実施している県数を除いた数である。



都道府県 校種 学年 概　　　　　　要

小 1・2年
中 1年
小 1・2年
中 1年
小 1・2年 35人以下学級
中 １年 35人以下学級の編制可（市町村教委からの要望）
小 1・2年
中 1年
小 1･2年
中 1年
小 全学年 学年児童数67人以上、学年2学級以上の学校で21～33人学級(市町村教委からの要望)

1・2年 30人以下学級
3～6年 30人程度を基準とした個別の実情に応じた弾力的な学級編制(市町村教委の判断)
1年 30人以下学級

2・3年 30人程度を基準とした個別の実情に応じた弾力的な学級編制(市町村教委の判断)
茨城県 小 1・2年 児童数35人を超える学級を3学級以上有する学校で35人以下学級
栃木県 中 全学年 35人以下学級

1・2年 30人以下学級
3・4年 35人以下学級

小 1・2年 児童生徒の実態を考慮した35人以下学級(市町村教委からの要望)
中 1年 児童生徒の実態を考慮した38人以下学級(市町村教委からの要望)
小 1・2年
中 1年

神奈川県 小・中 全学年 研究指定校による35人以下学級(前年度の学級数を維持する場合も対象、市町村教委からの要望)
1・2年 32人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も含む。市町村教委からの要望)

中
小 1・2年 研究指定校において35人以下学級
中 1年 研究指定校方式による少人数（35人以下）学級又は少人数指導を、市町村教委が校長の意見を聞き選択
小 1・2年 1学級の平均児童数が35人を超える学年で35人以下学級又はＴ・Ｔを学校長が選択
中 1年 平均生徒数が35人を超える場合に35人以下学級（学校長が選択）
小 5・6年 36人以下学級

1年 30人以下学級
2・3年 34人以下学級

小 1・2年 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が30人を超える学校で30人以下学級(市町村教委からの要望)
中 1年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級(市町村教委からの要望)

長野県 小 1～6年 35人以下学級
岐阜県 小 1・2年 学年2学級以上で、35人以下学級
静岡県 中 1・2年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級(下限25人、市町教委からの要望)

小 1・2年 研究指定校において35人以下学級
小・中 全学年 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望)

中 1年 研究指定校において35人以下学級
小 1・2年 30人編制下限25人(学年児童数73～80人、及び97人以上が対象)
中 1年 35人編制下限25人

小・中 全学年 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望)

愛知県

千葉県

三重県

新潟県

中

小

富山県

中

山形県

福島県

群馬県

埼玉県

小

青森県

児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望)

山梨県

全学年

福井県

石川県

小

中

秋田県

35人以下学級

学年2学級以上の学校で30人程度学級

北海道 学年2学級以上で、1学級の平均児童・生徒数が35人を超える学校で35人以下学級(市町村教委からの要望)

宮城県

学年2学級以上の学校で33人以下学級

岩手県

38人以下学級

1年
(2年)

学年生徒数67人以上、学年2学級以上の学校で21～33人学級又は少人数指導を学校長が選択(市町村教委からの要望、中学2年は一部実施)



都道府県 校種 学年 概　　　　　　要

1～3年 35人以下学級
4～6年 児童の実態や教育課題を考慮し、少人数指導またはいずれか1つの学年での35人以下学級を学校長が選択

中 1年 35人以下学級
京都府 小・中 全学年 少人数教育を実施するために特に必要がある場合に30人程度の学級編制

小 1・2年 35人以下学級
1学級当たり児童生徒数が35人を超える特定の学年で個別の実情を考慮した少人数学級
(市町村教委からの要望)

兵庫県 小 1～4年 研究指定校において35人以下学級(市町教委からの要望)
小 1～3年
中 1年
小 全学年 研究指定校において学年3学級以上の学校で35人以下学級、学年2学級以下の学校で38人以下学級
中 全学年 研究指定校において35人以下学級
小 1・2年 30人以下学級(市町村教委からの要望)
中 1年 33人以下学級(市町村教委からの要望)

島根県 小 1・2年 1学級当たり児童数が31人以上の学校で30人以下学級(市町村教委からの要望)
小 5・6年 学年3学級以上の学校で35人以下学級(市町村教委からの要望)
中 全学年 学年3学級以上の学校で35人以下学級(3・4学級は市町村教委からの要望)

広島県 小 1・2年 学年3学級以上の学校で35人以下学級
1・2年 35人以下学級
3～6年 35人以下学級(市町村教委からの要望)

中 全学年 35人以下学級(中2・3年生は市町村教委からの要望)
小 1・2年
中 1年
小 6年 学年児童数106人以上の学校で35人以下学級(市町教委からの要望)
中 全学年 学年生徒数106人以上の学校で35人以下学級(市町教委からの要望)

1年 35人以下学級
2～6年 児童数が概ね各学年100人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級

中 全学年 生徒数が概ね各学年200人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級
小 1～4年
中 １・３年

小 全学年 1学級当たり児童生徒数が平均で35人を超える学年で研究指定校において少人数学級を実施
中 1年 (市町村教委からの要望)
小 1・2年 1学級当たり児童数が平均で35人を超える学年で35人以下学級又はＴ・Ｔを市町教委が選択
中 1年 3学級以上で、1学級の生徒数が平均35人を超える場合、35人以下学級又はＴ・Ｔを市町教委が選択

1年 30人以下学級(教室不足等により実施できない場合を除く)
2・6年

中 1年
熊本県 小 1・2年 35人以下学級

小 1・2年
中 1年
小 1・2年 学年児童数が31～35人を除いた学校で30人以下学級
中 1年 モデル校で30人以下学級・35人以下学級を試行

小・中 全学年 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望)
小 1・2年 学年児童数36人以上の学校で30人以下学級
中 1年 生徒数36人以上の学級を2学級以上有する学校のうち研究指定校において35人以下学級

1年 児童の実態を考慮して特に必要があると認められる学校で30人学級編制(下限25人)及び35人学級編制
2年 児童の実態を考慮して特に必要があると認められる学校で30人学級編制(下限25人)及び35人学級編制

沖縄県

35人以下学級(教室不足等により実施できない場合を除く)

小

鹿児島県

大分県

宮崎県

長崎県
小

30人以下学級(20人下限)

小

小

研究指定校において少人数学級を実施(小1・2は30人学級編制、小3・4は35人学級編制、中1･3は30人学級編制)

徳島県

愛媛県

和歌山県

小・中

小

高知県

大阪府

滋賀県

佐賀県

奈良県

鳥取県

岡山県

福岡県

香川県

山口県

35人以下学級

全学年

研究指定校において少人数学級を実施



公立小・中学校の学級規模別の在籍児童生徒数（平成２１年５月１日）

（学校基本調査）

【36人以上】

126.4万人
(18.6%)

【31～35人】

242.4万人
(35.7%)

【21～30人】

271.1万人
(39.9%)

【20人以下】

40.0万人
(5.9%)

児童生徒数 20人以下

　　〃　　 21～30人

　　〃　　 31～35人

　　〃　　 36人以上

小学校

【36人以上】

129.8万人
(39.8%)

【31～35人】

137.5万人
(42.1%)

【21～30人】

54.5万人
(16.7%)

【20人以下】
4．8万人
(1.5%)

中学校



公立小・中学校の学級規模別の在籍児童生徒数（平成21年５月１日現在）

低学年

【36人以上】
18.5万人
(8.3%)

【31～35人】
73.3万人
(32.9%) 【21～30人】

114.9万人
(51.5%)

【20人以下】
16.4万人
(7.4%)

中学年

【36人以上】
52.3万人
(23.1%)

【31～35人】
83.7万人
(37.0%)

【20人以下】
11.7万人
(5.2%)

【21～30人】
78.5万人
(34.7%)

高学年

【36人以上】
55.6万人
(24.1%)

【31～35人】
85.3万人
(37.0%)

【21～30人】
77.7万人
(33.7%)

【20人以下】
11.8万人
(5.1%)

小学校

１年

【36人以上】
33.3万人
(30.8%)

【31～35人】
49.4万人
(45.6%)

【21～30人】
24.0万人
(22.1%)

【20人以下】
1.7万人
(1.6%)

２年

【36人以上】
45.7万人
(42.9%)

【31～35人】
44.2万人
(41.5%)

【21～30人】
15.1万人
(14.2%)

【20人以下】
1.6万人
(1.5%)

３年

36人以上
50.8万人
(45.5%)

【31～35人】
43.9万人
(39.3%)

【21～30人】
15.4万人
(13.8%)

【20人以下】
1.5万人
(1.3%)

20人以下
21～30人
31～35人
36人以上

中学校



（平成２１．５．１現在　学校基本調査報告書）

　　「都道府県・市町村独自実施分」は、都道府県が学級編制の弾力化を実施したため、35人以下学級となる
　学級に在籍する児童生徒の割合

※　「国の標準（40人学級）に基づく理論値」は、国の標準（40人学級）により算定した場合、35人以下学級
　となる学級に在籍する児童生徒の割合

３５人以下学級在籍児童・生徒数の割合

【中学校】
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（平成２１．５．１現在　学校基本調査報告書）

　　「都道府県・市町村独自実施分」は、都道府県が学級編制の弾力化を実施したため、30人以下学級となる
　学級に在籍する児童生徒の割合

※　「国の標準（40人学級）に基づく理論値」は、国の標準（40人学級）により算定した場合、30人以下学級
　となる学級に在籍する児童生徒の割合

３０人以下学級在籍児童・生徒数の割合

【小学校】
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【中学校】
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学年別・児童生徒数別学校数（単式学級）

【小学校】 （単位：校）

区分 1年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 6年生

0人
2,119 3,435 3,634 3,347 3,242 1,920

(9.7%) (15.6%) (16.5%) (15.2%) (14.7%) (8.7%)

1～40人
8,745 7,187 6,904 7,159 7,080 8,358

(39.8%) (32.7%) (31.4%) (32.6%) (32.2%) (38.0%)

41～80人
5,927 5,938 5,992 6,016 5,990 6,154

(27.0%) (27.0%) (27.3%) (27.4%) (27.3%) (28.0%)

81～120人
3,523 3,681 3,682 3,657 3,844 3,816

(16.0%) (16.8%) (16.8%) (16.6%) (17.5%) (17.4%)

121～160人
1,346 1,377 1,431 1,466 1,471 1,419

(6.1%) (6.3%) (6.5%) (6.7%) (6.7%) (6.5%)

161～200人
279 316 303 294 309 278

(1.3%) (1.4%) (1.4%) (1.3%) (1.4%) (1.3%)

201～240人
32 35 27 33 34 29

(0.1%) (0.2%) (0.1%) (0.2%) (0.2%) (0.1%)

241人以上
3 5 1 2 4 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

計 21,974 21,974 21,974 21,974 21,974 21,974

【中学校】 （単位：校）

区分 1年生 ２年生 ３年生

0人
370 390 161

(3.7%) (4.0%) (1.7%)

1～40人
1,981 1,928 2,028

(19.7%) (19.2%) (20.2%)

41～80人
1,787 1,868 1,752

(17.8%) (18.6%) (17.4%)

81～120人
1,786 1,798 1,811

(17.8%) (17.9%) (18.0%)

121～160人
1,664 1,692 1,689

(16.6%) (16.8%) (16.8%)

161～200人
1,196 1,235 1,253

(11.9%) (12.3%) (12.5%)

201～240人
706 634 761

(7.0%) (6.3%) (7.6%)

241～280人
352 336 376

(3.5%) (3.3%) (3.7%) 出典
「平成21年度学校基本調査報告書」

281～320人
154 124 153

(1.5%) (1.2%) (1.5%) （注）
当該学年の児童生徒数が0人若しくは
複式学級に在籍している場合は「0人」
に計上している。

321人以上
48 39 60

(0.5%) (0.4%) (0.6%)

計 10,044 10,044 10,044



(初 等) 16.0 （前期中等) 13.2(初 等) 21.4 （前期中等) 23.4OECD平均

(小学校) 19.0 (中 学 校) 14.8(小学校) 28.1 (中 学 校) 33.0日 本

教員１人当たり児童生徒数１学級当たり児童生徒数

○ 教育条件整備の国際比較（OECD「図表で見る教育（2009年度版））

民主党政策ＩＮＤＥＸ２００９では「ＯＥＣＤ平均を目指し、少人数学級を推進する」旨明記。

教育条件整備の国際比較など

○ 学級規模別の在籍者数
（日：平成21年度学校基本調査 英：DCSF:Schools,Pupils,and their Characteristics,January 2009）

小学校

30人以下
45.8%

36人以上
18.6%

31人～35人
35.7%

日本 ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

30人以下
87.7%

31人～35人
11.2%

36人以上
1.1%

中学校

30人以下
18.2%

36人以上
39.8%

31人～35人
42.1%

日本 ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

30人以下
89.6%

31人～35人
10.1%

36人以上
0.3%



学級規模の基準［国際比較］

文部科学省調査

（公立）

学級編制基準学校種

40人（上限）
40人（上限）
40人（標準）

小学校
中学校
高校

日本

（標準）（範囲）
第1-4学年 24人 18-30人

第5-10学年 24人 18-30人
第5-10学年 28人 26-30人

基礎学校
中等教育

ﾊｳﾌﾟﾄｼｭｰﾚ
ｷﾞﾑﾅｼﾞｳﾑ

ドイツ
（ﾉﾙﾄﾗｲﾝ・
ﾍﾞｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州
の場合）

なし（児童数と地域事情に応じて、国の地方事務所（県レベル）が教員数と

１学級当たり平均児童数を決定。教員当たり平均児童数は17-20）

なし（生徒数と地域事情に応じて、国の地方事務所（地域圏レベル）が教員

数を決定。教員当たり平均生徒数はコレージュで21-24人）

幼稚園・小学校
中等学校

前期・ｺﾚｰｼﾞｭ
後期・ﾘｾ

フランス

第1-2学年 30人（上限）
第3-6学年 なし

なし

小学校

中等学校
イギリス

（上限）
就学前教育～第３学年 24人
第４学年 28人
第５～６学年 29人
第７～12学年 31人

初等・中等学校

※ 初等学校、中等学校の在学
年数は州によって異なる

アメリカ
（ｹﾝﾀｯｷｰ州
の場合）



一学級当たり児童生徒数 ［国際比較］
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公立初等教育 公立前期中等教育

前期中等教育OECD平均23.4人

初等教育OECD平均21.4人

国公立学校での平均学級規模（2007年）は、初等教育28.1人、前期中等教育33.0人であり、OECD平均を上回り、
もっとも高い国の一つ。
（日本の数値が、学校基本調査に基づく数値と異なるのは、各国間比較のため特別支援学級を除いていることなどによる）

OECD 「図表で見る教育（2009年版）」 表 D2.1
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初等教育 前期中等教育

前期中等教育OECD平均13.2人

初等教育OECD平均16.0人

19.0 14.8

教員一人当たり児童生徒数 ［国際比較］

前期中等教育のうち、アイルランド、オーストラリア、オランダ、ルクセンブルグ、ロシアは中等教育合計の数値を使用した

日本の国公私立学校での教員１人当たり児童生徒数（2007年）は、初等教育19.0人、前期中等教育14.8人であり、
OECD平均を上回る。
（日本の数値が、学校基本調査に基づく数値と異なるのは、各国比較のため校長・教頭を除いていることなどによる）

OECD 「図表で見る教育（2009年版）」 表 D2.2



教職員定数の算定について（義務）

義務標準法に基づく標準定数は、都道府県ごとに置くべき義務教育諸学校の教職員の総数を算定する
もの（義務標準法第６条等）。都道府県は、これを標準として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭
及び教諭等、養護教諭、栄養教諭等、事務職員、特別支援学校の教職員の定数を条例で定める。

小・中学校

○校長 学校に1人

○教諭等（副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む）
①学級数に応じて、必要となる学級担任、教科担任の教員数を考慮して、学校規模ごとに学級数に乗
ずる率を設定。例えば、３学級の中学校には９人の教員（校長を含む。）が配置できるよう計数を
設定している。

(乗ずる率の例)
小学校 中学校

1学級及び2学級の学校の学級総数 × 1.000 1学級の学校の学級総数 × 4.000

3学級及び4学級の学校の学級総数 × 1.250 2学級の学校の学級総数 × 3.000

5学級の学校の学級総数 × 1.200 3学級の学校の学級総数 × 2.667

… …

②教頭(副校長)の複数配置
小学校 27学級以上の学校に＋1人
中学校 24学級以上の学校に＋1人

③生徒指導担当
小学校 30学級以上の学校数に1/2人
中学校 18～29学級の学校数に1人

30学級以上の学校数に3/2人

④分校の管理責任者 分校に1人

⑤寄宿舎舎監
寄宿児童生徒数 40人以下の学校に1人

〃 41～80人の学校に2人
〃 81～120人の学校に3人
〃 121人以上の学校に4人

○養護教諭 ○事務職員
①原則学校に1人（3学級以上の学校） ①原則学校に1人（4学級以上の学校）
②複数配置 ※3学級の学校には3/4人
小学校 児童数851人以上の学校に＋1人 ②複数配置
中学校 生徒数801人以上の学校に＋1人 小学校 27学級以上の学校に＋1人

中学校 21学級以上の学校に＋1人
○栄養教諭・学校栄養職員

①給食単独実施校 児童生徒数550人以上の学校に1人
〃 549人以下の学校に1/4人

②共同調理場 児童生徒数に応じて1～3人

特別支援学校

○校長 学校に1人 ○養護教諭
①学校に1人

○教諭等（副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む） ②複数配置
①学級数に応じた定数 児童生徒数61人以上の学校に＋1人
小・中学校に準拠

②教頭(副校長)の複数配置・生徒指導担当 ○寄宿舎指導員
小・中学部計27学級以上の学校に＋2人 寄宿児童生徒数× 1/5人
中学部18学級以上の学校に＋1人 （肢体不自由は1/3人）

③教育相談担当教員
児童生徒数に応じて1～3人 ○栄養教諭・学校栄養職員

④自立活動担当教員 給食実施校に1人
障害種別に学級数に応じて加算

⑤分校の管理責任者 分校に1人 ○事務職員
⑥寄宿舎舎監 小学部を置く学校に1人
寄宿舎児童生徒数 80人以下の学校に2人 中学部を置く学校に1人

〃 81～200人の学校に3人
〃 201人以上の学校に4人



加配教職員定数について（義務）

加配教職員定数は、習熟度別指導のための少人数指導等の実施、
いじめや不登校等への対応など、学校が個々に抱える問題解決の
ために学級担任等の基本的な教職員定数とは別に特例的に措置し
ているもの。

平成２２年度予算(案)における加配教職員定数一覧

加 配 事 項 内 容 予算定数

指導方法工夫改善 少人数指導、習熟度別指導、ティーム・ティーチ (＋2,052人)

(法7条2項) ングなどきめ細かな指導方法改善 41,123人

通級指導対応 比較的軽度の障害のある児童生徒のためのいわゆ (＋1,418人)

(法15条2号) る通級指導対応 4,340人

児童生徒支援 いじめ、不登校や問題行動への対応、地域や学校 (＋250人)

(法15条2号) の状況に応じた教育指導上特別な配慮が必要な児 6,677人

童生徒対応

主幹教諭の配置 主幹教諭の配置に伴うマネジメント機能の強化へ (±0人)

(法15条3号) の対応 1,448人

研修等定数 資質向上のための教員研修、初任者研修、教育指 (＋313人)

(法15条5号) 導の改善研究対応 5,484人

養護教諭 いじめ、保健室登校など心身の健康への対応 (＋47人)

(法15条2号) 282人

栄養教諭等 肥満、偏食など食の指導への対応 (＋47人)

(法15条2号) 279人

事務職員 事務処理の効率化など事務の共同実施対応 (＋73人)

(法15条4号) 872人

合 計 (＋4,200人)

60,505人

※上段( )書きは対前年度増減。



教職員定数の算定について（高校）

高校標準法に基づく標準定数は、都道府県又は市町村ごとに置くべき公立高等学校等の教職員の総
数を算定するもの（高校標準法第７条等）。都道府県又は市町村は、これを標準として、校長、副校長、
教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭等、養護教諭、栄養教諭等、事務職員、特別支援学校の教職員の
定数を条例で定める。

高等学校

○校長 学校に1人

○副校長、教頭
収容定員が201人以上の学校に1人

〃 681人以上の複数学科設置校に1人
〃 921人以上の複数学科設置校以外の学校に1人

通信制の学校に1人

○教諭等（主幹教諭・指導教諭を含む）
①収容定員に応じて、必要となる教科担任の教員数を考慮して、学校規模ごとに除すべき数を設定。

例えば、収容定員240人の全日制高校には１５人の教員が配置できるよう計数を設定している。

定時制

収容定員 40人以下 ÷ 8

〃 41～ 80人 ÷ 11.4

〃 81～120人 ÷ 15

〃 121～240人 ÷ 18.5

全日制

収容定員40人以下 ÷ 8

〃 41～ 80人 ÷ 11.4

〃 81～120人 ÷ 15

〃 121～240人 ÷ 16…

通信制

生徒数 1～ 600人 ÷ 46.2

〃 601～1200人 ÷ 66.7

〃 1201人以上 ÷ 100

…
（除すべき数の例）

②習熟度別指導・少人数指導 ④生徒指導担当（進路指導・教育相談担当）
全日制 全日制
収容定員が 321～ 560人の学校に1人 収容定員が 681～1040人の学校に1人

〃 561～ 680人の学校に2人 〃 1041人以上の学校に2人
〃 681～1040人の学校に3人
〃 1041～1160人の学校に4人 定時制
〃 1161人以上の学校に5人 収容定員が 441人以上の学校に1人

定時制
収容定員が 441～ 920人の学校に1人 通信制

〃 921人以上の学校に2人 学校に1人

③通信制課程の大規模校加配
生徒数が 2401～3000人の学校に1人
〃 3001～3600人の学校に2人
〃 3601人以上の学校に3人

⑤その他学科に応じた加算
その他に農・水・工に関する学科、商業・家庭に関する学科、情報に関する学科、美術・音楽・

体育に関する学科、理数科、衛生看護科、福祉科、外国語関係学科・国際関係学科、総合学科の
それぞれの学科の収容定員等を考慮して教員定数を加算。

⑥寄宿舎舎監
寄宿舎生徒数 51人以上の学校に1人

○養護教諭 ○事務職員
①原則学校に1人（全日制は収容定員81人以上の学校） ①原則学校に1人
②複数配置 収容定員801人以上の学校に＋1人 ②複数配置

収容定員441人以上の学校に＋1人
○実習助手

①生徒数201人以上の学校に1人 ※実習助手及び事務職員は、上記のほか、
②複数配置 生徒数961人以上の学校に＋1人 開設する学科等を考慮して定数を加算。



特別支援学校

○校長 高等部のみを置く学校に1人 ※小・中・高併設校は義務で算定

○教頭(副校長)定数
①原則高等部のみを置く学校に1人（6学級以上の学校） ※小・中・高併設校は義務で算定
②複数配置 小・中・高等部で27学級以上の学校に1人（小・中学部で27学級以上は除く）

○教諭等（主幹教諭・指導教諭を含む）
①1学級に2人
②生徒指導担当

6～17学級の高等部に1人
18学級以上の高等部に2人

③専門教育を主とする学校への加算
専門学科数×2人
高等部(専門学科のみを置くものを除く)に2人 ○実習助手
高等部(専門学科のみを置くもの)に1人 専門教育を主とする学科数に2人

④自立活動担当教員 高等部(専門学科のみを置くものを除く)に2人
障害種別に学級数に応じて加算

⑤寄宿舎舎監
寄宿舎生徒数 80人以下の学校に2人 ○寄宿舎指導員

〃 81～200人の学校に3人 寄宿生徒数× 1/5人（肢体不自由は1/3人）
201人以上の学校に4人

○養護教諭 ○事務職員 高等部に2人
①高等部のみを置く学校に1人
②複数配置
小・中・高等部で児童生徒数61人以上の学校に1人
（小・中学部で児童生徒数61人以上は除く）



加配教職員定数について（高校）

高等学校における加配教職員定数は、少人数指導等の実施、中

途退学や日本語指導の対応など、学校が個々に抱える問題解決の

ために、基本的な教職員定数とは別に特例的に措置しているもの

であり、学校規模等により算定される基本的な定数とともに地方

財政計画人員に計上され、全額地方交付税措置がなされるもので

ある。

平成２２年度における加配教職員定数一覧

加 配 事 項 内 容 予算定数

指導方法改善 外国語のｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、数学のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ授業など

(法9条2項) における少人数指導 2,132人

生徒支援 中途退学や日本語指導など教育指導上特別な配慮

(法22条3号) が必要な生徒対応 834人

養護教諭 事件の発生に伴う心のケアなど生徒の心身の健康

(法22条3号) への対応 47人

職業系類型・コー 普通科において職業系の類型・コースを開設し、

ス開設 多様な教育を展開 310人

(法22条4号)

多様な教科・科目 普通科において多数の教科・科目を

開設 開設し、多様な教育を展開 79人

(法22条4号)

研修等定数 資質向上のための教員研修、初任者研修、教育指

(法22条5号) 導の改善研究対応 2,650人

合 計

6,052人



73.1%

80.7%

70.5%

85.0%

66.3%
73.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17年度 19年度 21年度

公立小学校

公立中学校

習熟度別少人数指導等の実施校の割合

※ 数値は、公立小・中学校のうち、児童生徒の理解や習熟の程度
に応じた指導を実施している学校の割合である。

※ 数値は、年間を通じて実施するものだけでなく、ある単元の学
習等の特定の時期で実施した場合、特定の学年で実施した場合も
含んでいる。

習熟度別少人数指導等
を実施する学校が減少

先行実施に伴う授業時数の増
への対応を優先したことが

原因と考えられる。

＜新学習指導要領の授業時数増加率＞

(小学校) (中学校)
国語 6.1% 国語 10.0%
算数 16.3% 社会 18.6%
理科 15.7% 数学 22.2%
社会 5.8% 理科 32.8%
体育 10.6% 外国語 33.3%

体育 16.7%
総時数 5.2% 総時数 3.6%

10.8%

29.3%

下線は少人数指導対象教科

平成３年度 平成１９年度

中学校

準要保護

平成５年度 平成２０年度

１．９倍

0.17
%

0.32
%

小学校 中学校

平成３年度 平成１８年度

２．３倍

2.89
%

1.24
%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成１８年度 平成２０年度

１．７倍

小学校

3,494
件

5,996
件

平成９年度 平成１８年度

中学校

１．４倍

27,540
件

39,161
件

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成３年度 平成１９年度

小学校

7,569
人

19,504
人

2,881
人

7,576
人

２．６倍

通級による指導（注）を受けている児童生徒数
（公立）

中学校

３．９倍

11,963
人

50,569
人

発達障害

(注2)

（14,893人）

平成5年度 平成21年度

11.6倍

発達障害

(注2)

（1,910人）

平成5年度 平成21年度

3,452
人

296人

小学校

（注) 通常学級に在籍しながら週に１～８単位時間、特別な場で指導を行う

教育形態

（注2）通級指導を受けているＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉症の児童生徒数で内数。

小中学校の発達障害のある児童生徒数は約68万人と推計（H14年度）。

（注） 平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍する
児童生徒数を合計した数字。

中学校

平成21年度

小学校

特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍する

児童生徒数（国・公・私立計）

１．７倍

学校
28,097
人

学級

45,650
人

学校

35,256
人

学級

93,488
人

平成21年度平成5年度平成5年度

学校
20,240

人

学級
23,600
人

学校
27,046

人

学級
41,678

人

１．６倍

平成20年度平成20年度 平成5年度平成5年度 平成20年度 平成20年度平成18年度 平成18年度

２．６倍

平成20年度 平成20年度平成3年度平成5年度

平成20年度

要保護

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

１．５倍

8.7
万人

13.1
万人

平成20年度平成7年度平成7年度

67.9
万人

130.5
万人

１．９倍

（注）要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、準要保護
とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ずる程度に困窮して
いる者をいう。

学校が抱える問題の状況

習熟度別少人数指導の効果
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習熟度別少人数指導とD層の問題別正答率
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問題番号　中学校数学A

正
答
率

指導による正答率の差

○習熟度別少人数指導を受けた児童生徒の方が、受けなかった児
童生徒よりも正答率が高い

習熟度別少人数指導とD層の問題別無解答率

-2.0%
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問題番号　中学校数学A

無
解
答
率

指導による無解答率の差

○習熟度別少人数指導を受けた児童生徒の方が、受けなかった児
童生徒よりも無回答率が低い（＝解答意欲が高い）

○習熟度別少人数指導を行うことにより、低学力層の児童生徒の
学習に対する関心・意欲・態度が高まる傾向

習熟度別少人数指導の年間実施状況と
低学力層における算数の勉強が好きな児童の割合

低学力層における習熟度別少人数指導と問題別正答率

出典：「平成20年度全国学力・学習状況調査追加分析（H20.12、H21.3）」

低学力層における習熟度別少人数指導と問題別無回答率



日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移
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※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計である。 【文部科学省調べ】
※「注意欠陥多動性障害」「学習障害」「自閉症」は、平成１８年度から通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定。
※「自閉症」は、平成１７年度以前は「情緒障害」に含まれていたものと考えられる。
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難聴その他

言語障害

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（公立小・中学校計）



●教諭の勤務日・１日当たりの勤務時間（小・中学校平均）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

（７月分） （８月分） （９月分） （１０月分） （１１月分） （１２月分）

（夏季休業期）

6時間27分 2時間17分 7時間06分 6時間55分 6時間48分 6時間25分

2時間24分 1時間23分 1時間55分 2時間07分 2時間00分 2時間27分

1時間43分 4時間24分 1時間31分 1時間37分 1時間48分 1時間36分

0時間22分 0時間10分 0時間06分 0時間08分 0時間10分 0時間16分

10時間58分 8時間17分 10時間39分 10時間48分 10時間47分 10時間45分

2時間09分 0時間26分 1時間56分 1時間57分 1時間56分 1時間53分

0時間09分 0時間44分 0時間10分 0時間07分 0時間07分 0時間06分

●１ヶ月あたりの残業時間

43時間00分 8時間40分 38時間40分 39時間00分 38時間40分 37時間40分

① 授業、補習指導、生徒指導、学校行事、部活動・クラブ活動　等
② 授業準備、成績処理、連絡帳の確認、学年・学級通信の作成　等
③ 会議・打合せ、事務・報告書作成、研修、その他の校務　等
④ 保護者・ＰＴＡ対応、地域対応、行政・関係団体対応　等

●年間ベースの１ヶ月あたり残業時間 ※成績処理や授業準備などの持ち帰りの業務は含んでいない。

平成１８年度調査 約３４時間(平日のみ） 約８時間 （休日）

昭和４１年度調査 約　８時間(平日・休日)

平成18年度　文部科学省教員勤務実態調査について
集計結果の概要

１日分×２０日

うち、残業時間

②児童生徒の指導に間接的に
　 かかわる業務

③学校の運営にかかわる業務
　 及びその他の業務

④外部対応

①児童生徒の指導に直接的に
　 かかわる業務

合　　　計

休憩時間

●調査の概要

　　　校長、教頭、教諭、栄養教諭、養護教諭、講師（常勤）
＜調査対象教員＞

　　　　※　毎月調査対象校を変更（１校の調査期間は１月間のみ）

＜調査対象校＞

　　　　※　（小学校１８０校、中学校１８０校）×６期を抽出
　全国の公立小・中学校のうち、地域・学校規模のバランスを考慮して無作為に抽出した学校

　　　　※　第１期（７月分）～第６期（１２月分）　２８日間ずつ６期に分けて実施。

（業務の内容）

＜調査期間＞
　平成１８年７月３日 ～ 平成１８年１２月１７日



出典「平成21年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」

注１　ここでの教科担任制とは，一部の教科等について，年間を通じてある学年の全学級を対象に

　実施する学校数を記入している。（教員の得意分野を生かして実施するもの，中・高等学校の

　教員が兼務して実施するもの，非常勤講師が実施するものなどを含む。）

教科

0.7% 0.6% 0.3% 7.4% 2.5% 3.0%

1.4% 1.0% 0.6% 11.8% 4.5% 3.6%

3.6% 3.0% 2.4% 11.7% 29.5% 10.5% 4.7%

4.0% 3.7% 2.4% 17.8% 37.1% 13.2% 5.2%

5.1% 6.8% 3.5% 26.4% 43.3% 14.5% 22.6% 7.0% 3.8%

5.5% 8.0% 3.3% 29.4% 44.4% 14.7% 23.8% 8.1% 4.1%

は，15％以上

（参考）平成１９年度調査

1.2% 1.4% 1.0% 7.7% 2.3% 4.2%

1.9% 2.1% 1.3% 11.8% 3.6% 4.9%

4.8% 3.2% 3.5% 12.1% 28.3% 8.5% 5.8%

5.3% 4.4% 4.1% 17.2% 36.7% 11.6% 6.3%

5.8% 7.6% 4.8% 25.6% 41.6% 13.0% 22.5% 8.9%

6.1% 8.9% 4.7% 28.0% 44.4% 13.8% 24.3% 9.7%

は、15％以上

第５学年

第１学年

第２学年

第３学年

生活 家庭 体育
図画
工作

音楽

第３学年

第２学年

第４学年

社会国語

社会

第１学年

　　　　教科
国語

第４学年

理科 家庭音楽
図画
工作

第５学年

第６学年

第６学年

教科等の担任制の実施状況（小学校のみ）（平成２１年度計画）

算数 生活

外国語
活動

理科算数

体育

小　５
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(単位：校)

1 人
配 置 校

2 人
配 置 校

3 人
配 置 校

4人以上
配 置 校

配置校計 未配置校 合 計 配 置 率 複数配置率

(A) (B) (C) (D) (A～D)(E) (F) (E+F)(G) (E/G) ((B～D)/G)

20,858 302 3 0 21,163 444 21,607 97.9% 1.4%

9,491 373 2 0 9,866 104 9,970 99.0% 3.8%

3,205 1,092 24 4 4,325 35 4,360 99.2% 25.7%

502 342 39 5 888 1 889 99.9% 43.4%

1,607 1,265 91 863 3,826 17,781 21,607 17.7% 10.3%

915 356 515 645 2,431 7,539 9,970 24.4% 15.2%

331 237 387 0 955 3,405 4,360 21.9% 14.3%

51 25 52 79 207 682 889 23.3% 17.5%

337 10 0 0 347 21,260 21,607 1.6% 0.0%

204 9 1 0 214 9,756 9,970 2.1% 0.1%

100 14 0 0 114 4,246 4,360 2.6% 0.3%

26 1 0 0 27 862 889 3.0% 0.1%

20,354 825 0 0 21,179 428 21,607 98.0% 3.8%

9,145 458 1 0 9,604 366 9,970 96.3% 4.6%

3,244 843 28 0 4,115 245 4,360 94.4% 20.0%

358 496 22 0 876 13 889 98.5% 58.3%

4,492 27 0 0 4,519 5,724 10,243 44.1% 0.3%

995 6 0 0 1,001 1,253 2,254 44.4% 0.3%

1,785 684 156 10 2,635 36 2,671 98.7% 31.8%

19,082 1,489 22 6 20,599 1,008 21,607 95.3% 7.0%

8,187 1,250 58 10 9,505 465 9,970 95.3% 13.2%

328 362 858 2,637 4,185 175 4,360 96.0% 88.5%

（文部科学省初等中等教育局財務課調）

高 等 学 校
（通信制を除く）

特 別 支 援 学 校

区　　　分

公立学校における教職員配置の状況（平成21年5月1日現在）

小 学 校

中 学 校

特 別 支 援 学 校

高 等 学 校
（通信制を除く）

小 学 校

中 学 校

中 学 校

共 同 調 理 場

栄 養 教 諭

及 び

学校栄養職員

特 別 支 援 学 校

小 学 校

中 学 校

小 学 校

中 学 校

特 別 支 援 学 校

小 学 校

事 務 職 員

小 学 校

中 学 校

副 校 長

及 び

教 頭

主 幹 教 諭

指 導 教 諭

養 護 教 諭

高 等 学 校
（通信制を除く）

高 等 学 校
（通信制を除く）

高 等 学 校
（通信制を除く）
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万人 ﾋﾟｰｸ
S３３年

1,840万人 S５７年
1,722万人

H21年速報
1,026万人

(ピーク時から▲44%) H31年見込
906万人

(ピーク時から▲51%)

第１次 第２次 第３次 第５次 第６次 第７次

「学校基本調査」

（公立小中学校）

0▲48,20021,44862,98816,731▲16,27716,000差引

▲26,900▲78,600▲57,93238,610▲11,801▲77,960▲18,000自然減

26,90030,40079,38024,37828,53261,68334,000改善増

４０人４５人５０人学級編制

(H13～17)(H5～12)(S55～H3)(S49～53)(S44～48)(S39～43)(S34～38)

第７次第６次第５次第４次第３次第２次第１次

児
童
生
徒
数

※H21の児童生徒数は学校基本調査速報値、H22以降の児童生徒数は出生数を基に推計した数。

第４次

小学校

中学校

○4年前との比較
（平成17年度）　　（平成21年度）
　1,048.4万人　→　1,031.6万人
　　　　　　（年率平均△0.4％）
○6年後（見込み）との比較
（平成21年度）　　（平成27年度）
　1,031.6万人　→　  961.9万人
　　　　　　　（年率平均△1.1％）

○過去の学級編制基準の引下げ(第2次(50人→45人)、第5次(45人→40人))は、児童生徒数の減少

に伴う教職員定数の自然減を活用し、財政負担をできるだけ抑制しつつ実現。

○近年、児童生徒数は微減(年率△0.4％)で推移してきたが、今後は年率△1％程度の減少が見込ま

れる。

定数改
善計画



（平成２１年度 文部科学省調べ）

（出典）

（平成２１年度 文部科学省調べ）

（出典） 平成８～２０年度末は、都道府県の実績の積み上げ（初等中等教育局財務課調べ）

平成２１年度末以降は、都道府県の推計の積み上げ（初等中等教育局財務課調べ）

※養護教諭等を除く。

公立小・中学校教員の退職者数の推移（平成１４年度末～平成２３年度末）

※養護教諭等を除く。

公立小・中学校教員の採用者数の推移（平成１５年度～平成２４年度）

平成１５～２１年度は、「公立学校教員採用選考試験の実施状況」（文部科学省調べ）
平成２２年度以降は、都道府県の積み上げ（初等中等教育局財務課調べ）
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　【文部科学省調べ】 〈合　計〉

〈小学校〉

〈中学校〉 202,349人 44.3歳

557,483人 44.4歳

355,134人 44.5歳

公立小・中学校年齢別教員数 (22.3.31)
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（注１）北海道、宮城県、千葉県、大阪府、岡山県、広島県はそれぞれ、札幌市、仙台市、千葉市、堺市、岡山市、広島市の数字を含む。
（注２）福井県は、学校種別による試験区分がないため、小・中・高・特別支援学校を合計した数字に基づく採用倍率を記載している。

都道府県別 教員採用倍率 ＜小学校＞

（平成２１年度 文部科学省調べ）
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都道府県別 教員採用倍率 ＜中学校＞

（注１）北海道、宮城県、千葉県、大阪府、岡山県、広島県はそれぞれ、札幌市、仙台市、千葉市、堺市、岡山市、広島市の数字を含む。
（注２）福井県は、学校種別による試験区分がないため、小・中・高・特別支援学校を合計した数字に基づく採用倍率を記載している。
（注３）千葉県、富山県、石川県は高等学校の試験区分をせず、主に中学校と一括して選考試験を実施しているか、中学校受験者から採用しているため、

中学校と高等学校を合計した数字に基づく採用倍率を記載している。
（注４）東京都の高等学校は、高等学校の一部の教科について、中学校と一括して選考試験を実施しているため、中学校と高等学校を合計した数字に基づく

採用倍率を記載している。 （平成２１年度 文部科学省調べ）
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都道府県別 教員採用倍率 ＜高等学校＞

（注１）北海道、宮城県、千葉県、大阪府、岡山県、広島県はそれぞれ、札幌市、仙台市、千葉市、堺市、岡山市、広島市の数字を含む。
（注２）福井県は、学校種別による試験区分がないため、小・中・高・特別支援学校を合計した数字に基づく採用倍率を記載している。
（注３）千葉県、富山県、石川県は高等学校の試験区分をせず、主に中学校と一括して選考試験を実施しているか、中学校受験者から採用しているため、

中学校と高等学校を合計した数字に基づく採用倍率を記載している。
（注４）東京都の高等学校は、高等学校の一部の教科について、中学校と一括して選考試験を実施しているため、中学校と高等学校を合計した数字に基づく

採用倍率を記載している。 （平成２１年度 文部科学省調べ）



公立小・中学校の正規教員と非正規教員等の推移
（平成１７年度～２１年度）

596,915 596,738 595,798 593,631 591,002

48,339 48,530 50,696 53,230 56,813

12,174 15,988 16,112 16,488 17,253

1,42193644433
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常時勤務に服しない者（非常勤講師）

任用期限の定めのある者（臨時的任用教員）

（注）各年度５月１日現在の数。
（出典：「学校基本調査報告書」「初等中等教育局財務課調べ」）

（人）
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公立小・中学校の正規教員と非正規教員等の推移（割合）
（平成１７年度～２１年度）
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（注）各年度５月１日現在の数 （出典：「学校基本調査報告書」「初等中等教育局財務課調べ」）
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（注）
　１．「臨時的教員」には、産休代替教員及び育児休業代替教員を含まない。
　２．「非常勤講師等」は、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務代替職員及び非常勤講師を、常勤１人当たり勤務時間（40時間）で換算している。
　３．平成２０年５月１日現在の数値であり、定数未充足の場合でも、平成２１年３月末までには定数を充足している。
　４．表示の割合は、教員定数に対する正規教員、臨時的教員及び非常勤講師等の合計数の割合（赤字）と、教員定数に占める正規教員の割合（黒字）である。

公立小・中学校の教員定数の標準に占める正規教員の割合（平成20年度）
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教職員定数の改善 4,２００人（９３億円）

平成２2年度予算 教員が子どもと向き合う時間の確保と
新学習指導要領の円滑な実施のための指導体制整備

※１／３補助金

H21 Ｈ２２
14,000人 → 7,0００人 〈週１２時間換算〉

・新学習指導要領の先行実施に伴う小学校の授業時数増への対応
・習熟度別少人数指導
・小１プロブレム・中１ギャップ対応
・不登校等の生徒指導対応
・外国人児童生徒への日本語指導
・中学校の武道の充実
・特別支援学校のセンター的機能の充実
・経験豊かな社会人の活用 等

②特別支援教育の充実 １，７７８人

⑤教員の事務負担の軽減(事務職員定数の充実) ７３人

③外国人児童生徒への日本語指導の充実 ２５０人

④食育の充実(栄養教諭定数の充実) ４７人

１４１８人
３１３人

４７人

○小・中学校の通級指導の充実
○特別支援学校のセンター的機能の充実
○養護教諭定数の充実

①理数教科の少人数指導の充実 ２，０５２人

教員給与の縮減（▲１７億円）

①義務教育等教員特別手当（給料の2.2%→1.5%） ▲15億円

②給料の調整額 （調整数1.5→1.25） ▲２億円

《義務教育費国庫負担金》
平成22年度予算 １兆5,938億円（前年度：１兆6,483億円）

《退職教員等（非常勤講師等）の活用》
平成22年度予算 ２８億円（前年度：５８億円）

※平成２３年１月～実施
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